
シルバーエミカの臨時窓口を開設します
高齢福祉課　　229ー3156　　229ー3334

　シルバーエミカの交付申請や乗車ポイントのチャージ
などを行う臨時窓口を開設します。
　お手持ちのシルバーエミカに令和７年度分の乗車ポイ
ント(上限2,000ポイント)に加え、物価高騰対応重点支援
地方創生臨時交付金分の500ポイントをチャージします。
受付時間　午前…10時～12時、午後…13時～15時、終
日…10時～15時
持ち物　シルバーエミカ、マイナンバーカード　※マイ
ナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎている
場合はシルバーエミカの交付やチャージができませ
ん。有効期限通知書が届いたら更新手続きをしてくだ
さい。
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シェアサイクルとは
　決められたエリア内で自転車などの車両を共有
して利用するサービスのことで、各ポートから他
のポートまで乗車することができる仕組みです。

実証期間　４月１日～来年３月31日(火)
費　用　基本料金50円と15円／分
車　両　電動アシスト自転車、電動キックボード
台　数　合計80台程度
ポート数　40カ所程度
利用方法　専用のスマートフォンアプリ「LUUP」
　を使って、乗車するポートと降車するポートを
　予約
※ご利用の際は安全のため、ヘルメットを着用しましょう。
※電動キックボードの利用は、16歳未満の運転禁止や走
行場所の指定(原則、車道の左側)、二段階右折などの
ルールがありますのでご注意ください。
※シェアサイクルの利用方法やルールなど、詳しくは市
ホームページをご覧ください。

　津駅から、観光スポットやオフィス、商業施設などへの移動をしやすくし、津駅周辺のアクセス性と回
遊性を向上させ、津駅の交通結節点機能の強化につなげるための取り組みとして、シェアサイクルの実証
実験を実施します。津駅から目的地まで移動する際に気軽に使える便利な交通手段の必要性を検証し、将
来的な本格導入を目指しますので、実証期間中にぜひシェアサイクルをご利用ください。

津駅周辺でシェアサイクルを使おう！
建設政策課 　　229ー3194　　229ー3345

LUUP
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